
 

特定生産緑地（ふじみ野市）の指定  

 

生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の２第１項の規定により特定生産緑地を指

定したので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。  

 

番  号  位  置  面  積  指定期限日  
図面  

番号  

特 8-2022-1 ふじみ野市滝一丁目地内  約 0.08ha 

令和 14 年 12 月 2 日  

1 

特 26-2022-2 ふじみ野市中丸二丁目地内  約 0.03ha 2 

特 36-2022-3 ふじみ野市築地一丁目地内  約 0.06ha 3 

特 41-2022-4 ふじみ野市築地一丁目地内及び中ノ島一丁目地内  約 0.02ha 3 

特 53-2022-5 ふじみ野市池上地内  約 0.06ha 4 

特 58-2022-6 ふじみ野市谷田二丁目地内  約 0.05ha 5 

特 59-2022-7 ふじみ野市谷田二丁目地内  約 0.06ha 5  

特 67-2022-8 ふじみ野市新駒林一丁目地内  約 0.09ha 6  

特 71-2022-9 ふじみ野市西一丁目地内  約 0.05ha 7  

特 73-2022-10 ふじみ野市西二丁目地内  約 0.06ha 8 

特 75-2022-11 ふじみ野市南台二丁目地内  約 0.26ha 9 

 

「区域は指定図表示のとおり」  


